
1 

 

四万十町教育委員会会議録（令和元年６月定例会） 

 

 

１．日 時   令和元年６月３日（月）９：００～１１：１０ 

 

２．場 所   四万十町役場本庁東庁舎 ２階 町民活動支援室 

 

３．出席者 

 教育長  川上哲男 

 教育委員 宮﨑正行  坂本維子  横山順一  佐々倉愛 

 事務局  教育次長     熊谷敏郎 

生涯学習課    課長  林 瑞穂  副課長 佐竹あゆみ 

学校教育課    課長  西谷典生  副課長  東 孝典 

教育研究所    所長  岡 澄子 

 

４．傍聴者 

  ０名 

 

５．日 程 

（１）開会 

（２）教育長あいさつ 

（３）会議録署名委員の指名  （横山委員） 

（４）議題 

①承認第１号 専決処分の承認について（四万十町社会教育委員の委嘱） 

②承認第２号 専決処分の承認について（四万十町立小中学校学校医の委嘱） 

（５）協議事項 

①就学援助の認定について 

②健康増進法の一部改正に伴う敷地内禁煙について 

（６）報告事項 

①令和元年度全国学力・学習状況調査の自校採点結果について 

（７）その他 

①保育所等訪問日程について 

②保育料無償化について 

③小鳩保育所の進捗状況について 

④高岡地区市町村教育委員会連合会教育委員夏季研修会について 

⑤市町村教育委員研究協議会について 

⑥児童・生徒等の安全確保について 

⑦教科書採択について 

⑧東京オリンピック聖火リレーについて 

  ⑨６月定例議会について 

  ⑩高岡地区市町村教育委員会連合会人権教育・社会教育部会研修会について 
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６．議 事 

教育長 ： これより四万十町教育委員会、令和元年度６月定例会、開会いたします。 

      議題に入る前に、協議事項 ①就学援助の認定について、５番目の報告事項 ①令

和元年度全国学力・学習状況調査の自校採点結果について、は個人情報を含んだ案件

であるため会議を非公開としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 異議ないものと認め、協議事項 ①就学援助の認定について、報告事項 ①令和元

年度全国学力・学習状況調査の自校採点結果について、は非公開といたします。 

      それでは、順次、議事に入っていきます。承認第１号 専決処分の承認について

（四万十町社会教育委員の委嘱）、事務局の説明を求めます。 

       

        （事務局より、承認第１号 専決処分の承認について（四万十町社会教育委員

の委嘱）、説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、説明がありました。このことについて委員の皆さんのご意見を伺います。

ご意見、何かお聞きしたいことなどございませんか。よろしいですか。 

      それでは、ご異議、ご意見もないということでございます。承認第１号 専決処分

の承認について（四万十町社会教育委員の委嘱）、は承認とさせていただきます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続いて、承認第２号 専決処分の承認について（四万十町立小中学校学校医の委嘱）、

事務局の説明を求めます。 

 

        （事務局より、承認第２号 専決処分の承認について（四万十町立小中学校学

校医の委嘱）、説明する。） 

  

教育長 ： ただ今、説明がありました。このことについて委員の皆さんのご意見を伺いたいと

思います。ご意見、また、お聞きしたいことなどございませんか。よろしいでしょう

か。 

      それでは、ご異議、ご意見がないということでございます。承認第２号 専決処分

の承認について（四万十町立小中学校学校医の委嘱）、は承認とさせていただきます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続きまして、協議事項に入ります。協議事項 ①就学援助の認定について、事務局

の説明を求めます。 

  

        （事務局より、協議事項 ①就学援助の認定について、説明する。）   

 

教育長 ： ただ今、説明が終わりました。協議事項 ①就学援助の認定について、委員の皆さ

んのほうから何かお話をしておかなければいけないとか、聞いておかなければいけな

いことはございませんか。よろしいですか。 

      それでは、協議事項 ①就学援助の認定について、は四万十町要保護及び準要保護

児童生徒就学援助費支給要綱別表１第８号に基づき、要保護認定基準のその他、就学

援助を必要とするもので教育委員会が承認したものということで対応するということ

について、承認ということで皆さん、よろしいですか。 
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全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、皆さんのご賛同いただきましたので協議事項 ①就学援助の認定につい

て、は承認とさせていただきます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続いて、協議事項 ②健康増進法の一部改正に伴う敷地内禁煙について、事務局の

説明を求めます。 

      

          （事務局より、協議事項 ②健康増進法の一部改正に伴う敷地内禁煙について、

説明する。）   

 

教育長 ： ただ今、説明がありました。健康増進法の一部改正に伴う敷地内禁煙ということで、

学校敷地内、また児童福祉施設内ということで保育所等ということになってまいりま

すが、敷地内の全面禁煙ということです。このことについては、校長会、また所長会

のほうで説明もして、法も改正されましたので実施をしていくということです。あと

は学校、あるいは保育所へ出入りをする、保護者や地域の方々、また関係業者等も当

然、関係もしてきますので、そういう方々に周知をしていくことになってまいります。    

このことについて、委員の皆さんのほうからご意見等ございませんか。よろしいで

すか。 

  全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、協議事項 ②健康増進法の一部改正に伴う敷地内禁煙について、他にご

意見等もございませんので終わらしていただきます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続きまして、報告事項 ①令和元年度全国学力・学習状況調査の自校採点結果につ

いて、事務局の説明を求めます。 

      

（事務局より、報告事項 ①令和元年度全国学力・学習状況調査の自校採点結 

果について、説明する。）   

 

教育長 ： それでは、報告事項を終わらせていただきまして、その他に入らせていただきます。 

      その他 ①保育所等訪問日程について、事務局から説明をお願いします。 

 

        （事務局より、その他 ①保育所等訪問日程について、日程調整を行った。） 

 

教育長 ： それでは、保育所訪問の日程についは終わらしていただきまして、その他 ②保育

料無償化について、事務局から説明をお願いします。    

 

        （事務局より、その他 ②保育料無償化について、説明する。）  

 

 

教育長 ：ただ今、説明がありました。休憩といたします。 

  

          （小休止） 
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教育長 ： それでは、正常に復させていただきまして、その他 ②保育料の無料化について、 

     を終わらせていただきます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 次に、その他 ③小鳩保育所の進捗状況について、事務局から説明をお願いします。 

 

         （事務局より、その他 ③小鳩保育所の進捗状況について、説明する。） 

 

教育長 ： このことについて何かお聞きしたいことなどございませんか。よろしいですか。 

      イメージ図を見ていただいたら分かるように、本当に子どもたちの安全安心、保護

者、地域の思いのこもった小鳩保育所が出来ればなと思っております。また、進捗の

ほうについては、順次、皆様方にはお知らせもしながらということを思っております。  

      その他 ③小鳩保育所の進捗状況について、を終わらしていただきます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続いて、私のほうから、その他 ④高岡地区市町村教育委員会連合会教育委員夏季

研修会について、⑤市町村教育委員研究協議会について、を説明します。 

 

          （教育長より、その他 ④高岡地区市町村教育委員会連合会教育委員夏 

         季研修会について、⑤市町村教育委員研究協議会について、説明する。） 

  

教育長 ： それでは、、その他 ④高岡地区市町村教育委員会連合会教育委員夏季研修会につい

て、⑤市町村教育委員研究協議会について、を終わらしていただきます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 次に、県のほうから通知文書も来ておりますので、それを含めてということになり

ます。川崎市の事件を受けていうことで、皆様方にもご意見等もいただきたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

      それでは、その他 ⑥児童・生徒等の安全確保について、説明をお願いします。 

 

           （事務局より、その他 ⑥児童・生徒等の安全確保について、説明す 

           る。） 

 

教育長 ： 説明がありました、児童・生徒等の安全確保についてということでございます。通

学時の児童・生徒の安全確保について、また、二つ目には児童・生徒の指導、保護者、

地域への啓発について、その他ということでございます。これは各市町村教育長宛て、

教育員会宛てに来ている文書で、これに基づいて周知、また、対策を講じていくとい

うことになります。登下校等の安全確保ということで万全を期すようにということで

文書が来ているわけです。 

      今日の高知新聞にも、異常を感じたら逃げてということで記事も載っていたところ

でございます。委員の皆さんのほうからご意見を伺いたいと思います。よろしくお願

いいたします。小休にさせていただきます。 

 

           （小休止） 

  

教育長 ： それでは、正常に復させていただきまして、児童・生徒等の安全確保について、ま
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た校長会、また所長会、また学校会議等において児童・生徒の安全確保というところ

について、また周知もしていきたいと思います。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 次に、私のほうから、その他 ⑦教科書採択について、を説明します。 

 

            （教育長より、その他 ⑦教科書採択について、説明する。） 

 

教育長 ： 先ほどお話ししたように、令和２年度、来年度、使用教科用図書、小学校と中学校

の教科用図書の採択が必要であるということで、また、そういう協議もお願いをしな

ければならないというところを知っておいていただけたらと思います。次回の教育委

員会のほうで詳細、話さしていただきますのでよろしくお願いいたします。教科用採

択については、そういったことで終わらせていただきます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 他、事務局のほうからありますか。それでは、その他 ⑧東京オリンピック聖火リ

レーについて、事務局より説明をお願いします。 

       

            （事務局より、その他 ⑧東京オリンピック聖火リレーについて 

            て、説明する。） 

 

教育長 ： 皆さん、その他 ⑧東京オリンピック聖火リレーについて、はよろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、私のほうから、その他 ⑨６月定例議会について、を説明します。 

 

            （教育長より、その他 ⑨６月定例議会について、説明する。） 

 

教育長 ： ケーブルテレビなどで状況なんかもご覧いただけたらと思います。よろしくお願い

いたします。 他、事務局、委員の皆さん、ございませんか。 

      それでは、その他 ⑩高岡地区市町村教育委員会連合会人権教育・社会教育部会研

修会について、事務局より説明をお願いします。 

 

           （事務局より、その他 ⑩高岡地区市町村教育委員会連合会人権          

教育・社会教育部会研修会について、説明する。） 

  

教育長 ： それでは、小休といたしまして、日程調整をお願いしたいと思います。 

  

              （小休止） 

 

教育長 ： 正常に復させていただいて、調整ということになりますけれども、人権社会教育部

会、高岡地教連の関係については事務局調整ということで終わらさしていただきたい

と思います。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、次回の７月定例委員会ということになります。日程調整をしたいと思い

ます。７月９日第２火曜日ということになりますので、その日を予定したいと思いま
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すが、委員の皆さん、事務局のほうも構いませんか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、７月９日午前９時から、会場については、通知さしていただきます。委

員の皆さん、よろしいですか。 

      それでは、７月９日 火曜日 午前９時ということで、７月定例委員会のほうをお

願いしたいと思います。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、本日の日程は全て終了しましたので、令和元年６月定例会を閉会します。 

 

 

 

（閉会） 

 

 

７月の定例委員会予定   令和元年７月９日（火） 

 

 

 

 

 

        教育長 ：                      

 

 

 

 

 

        署名人 ：                       

 


